
構造照査については、ご質問通り設備を配置する床や梁の常時（運転時）
荷重を対象として解析を行うものとお考え下さい。
ただし、単部材解析の定義が明確でないため詳細は受注後協議といたし
ます。
また、施設全体をモデル化した解析については別途業務とお考え下さい。
ただし、地震時の照査や一体解析の定義が明確でないため詳細について
は受注後協議といたします。

上記同様に、受変電設備の能力確認は行いますが、能力増強
が必要となった場合は別途業務と考えておりますがよろしいで
しょうか。また、重力濃縮設備および機械濃縮設備以外に関連
する負荷情報が必要となった場合は、市よりご提供いただける
ものとして考えておりますがよろしいでしょうか。

建築、建築機械設備、建築電気設備に係る設計は本業務対象
外と考えておりますがよろしいでしょうか。

質疑事項

ご質問内容通り、能力増強により仕様書以外の施設に対する業務が必要
となった場合は、別途業務とお考え下さい。
また、本業務対象設備以外の設備情報が必要となった場合はご提出でき
る範囲で提供いたします。
ただし、詳細については受注後協議といたします。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
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回　　　　答

設備改築の荷重増による構造照査については、常時（運転時）
荷重を対象として、設備を配置する床や梁を単部材解析により
実施するものと判断してよろしいでしょうか。また、地震時の照
査や施設全体をモデル化した一体解析は別途業務と考えてお
りますがよろしいでしょうか。

重力濃縮設備の改築および機械濃縮の新設に伴い、付帯する
脱臭設備及び処理水再利用設備等の既存設備能力確認は行
いますが、能力増強が必要となった場合は別途業務と考えてお
りますがよろしいでしょうか。
また、重力濃縮設備および機械濃縮設備以外に関連する設備
情報が必要となった場合は、市よりご提供いただけるものとし
て考えておりますがよろしいでしょうか。

ご質問内容通り、本業務対象外としてお考え下さい。

ご質問内容通り、能力増強により仕様書以外の施設に対する業務が必要
となった場合は、別途業務とお考え下さい。
また、本業務対象設備以外の負荷情報が必要となった場合はご提出でき
る範囲で提供いたします。
ただし、詳細については受注後協議といたします。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 令和３年度庄内下水処理場汚泥濃縮設備実施設計業務


